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印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を

作成することによって取引事実が明確化し、法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の

負担を求める租税です。 

 印紙税の課税文書は20種類に限定されていますが、経済活動は多種多様ですから、それに応じて作成

される文書も多種多様であり、現実に作成される文書が印紙税の課税文書になるかどうかの判断には難

しいものがあります。 

 最近では、従来は紙ベースであった契約書等が電子的に処理されることも多くなり、特に高額な取引

では印紙税が大幅に節約されることもあります。 

 ここでは、平成25年度税制改正によって印紙税額の改正が行われましたので、その改正点（平成26年

4月適用）も含めて、印紙税の基礎知識を確認するとともに実務上の取扱いをＱ＆Ａ形式でチェックし

ていきます。 

はじめての印紙税と「実務Ｑ＆Ａ」 
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